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平成２９年９月第３回八街市議会定例会会議録（第１号） 

………………………………………………… 

１．開議 平成２９年８月３１日 午前１０時００分 

１．出席議員は次のとおり 

    １番 山 田 雅 士 

    ２番 小 澤 孝 延 

    ３番 角   麻 子 

    ４番 鈴 木 広 美 

    ５番 服 部 雅 恵 

    ６番 小 山 栄 治 

    ７番 木 村 利 晴 

    ８番 石 井 孝 昭 

    ９番 桜 田 秀 雄 

    10番 林   修 三 

    11番 山 口 孝 弘 

    12番 川 上 雄 次 

    13番 林   政 男 

    14番 新 宅 雅 子 

    15番 加 藤   弘 

    16番 京 増 藤 江 

    17番 丸 山 わき子 

    18番 小 菅 耕 二 

    19番 小 髙 良 則 

………………………………………………… 

１．欠席議員は次のとおり 

    な  し 

………………………………………………… 

１．地方自治法第１２１条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり 

○市長部局 

・議案説明者 

市 長   北 村 新 司 

副 市 長   松 澤 英 雄 

総 務 部 長   山 本 雅 章 

市 民 部 長   和 田 文 夫 

経 済 環 境 部 長   江 澤 利 典 

建 設 部 長   横 山 富 夫 
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会 計 管 理 者   金 﨑 正 人 

財 政 課 長   會 嶋 禎 人 

国 保 年 金 課 長   吉 田 正 明 

高 齢 者 福 祉 課 長   田 中 和 彦 

下 水 道 課 長   中 村 正 巳 

水 道 課 長   山 本 安 夫 

・連 絡 員 

秘 書 広 報 課 長   鈴 木 正 義 

総 務 課 長   大 木 俊 行 

社 会 福 祉 課 長   日野原 広 志 

農 政 課 長   相 川 幸 法 

道 路 河 川 課 長   中 込 正 美 

………………………………………………… 

○教育委員会 

・議案説明者 

教 育 長   加曽利 佳 信 

教育委員会教育次長   村 山 のり子 

・連 絡 員 

教 育 総 務 課 長   川 名 弘 晃 

………………………………………………… 

○農業委員会 

・議案説明者 

農業委員会事務局長   梅 澤 孝 行 

………………………………………………… 

○監査委員 

・議案説明者 

監 査 委 員 事 務 局 長   内 海 洋 和 

………………………………………………… 

○選挙管理委員会 

・議案説明者 

選挙管理委員会事務局長   大 木 俊 行 

………………………………………………… 

１．本会議の事務局長及び書記は次のとおり 

  事 務 局 長   川 﨑 義 之 

  副 主 幹   小 川 正 一 

  副 主 幹   中 嶋 敏 江 
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  主 査   須賀澤   勲 

  主 査 補   嘉 瀨 順 子 

  主 任 主 事   藏 村 隆 雄 

………………………………………………… 

１．会議事件は次のとおり 

 ○議事日程（第１号） 

                     平成２９年８月３１日（木）午前１０時開議 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議案の上程 

         諮問第１号、議案第１号から議案第１６号 

         提案理由の説明 

         諮問第１号、議案第１号、議案第２号 

         質疑省略、委員会付託省略、討論省略、採決 

    日程第４ 休会の件 
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○議長（小髙良則君） 

  本日、平成２９年９月第３回八街市議会定例会はここに開会される運びとなりました。 

  この定例会は、市長から諮問１件、議案１６件が提出されることとなっています。慎重に

審議を尽くされ、市民の負託に応えられますよう期待いたしますとともに、議会運営につき

ましてもご協力をお願いいたしまして、開会の挨拶といたします。 

  ただいまから平成２９年９月第３回八街市議会定例会を開会します。 

  ただいまの出席議員は１９名です。議員定数の半数以上に達していますので、この定例会

は成立しました。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は配付のとおりです。 

  日程に入る前に報告します。 

  最初に、地方自治法第１２１条の規定に基づく出席者はお手元に配付のとおりです。 

  次に、８月２２日までに受理した陳情２件につきましては、その写しを配付しておきまし

た。 

  次に、監査委員から、７月の予算執行分に係る例月出納検査報告書と各会計の決算審査意

見書が提出されましたので、その写しを配付しておきました。 

  次に、地方自治法第１０４条の規定により、議会の代表として出席した会議等は配付のと

おりです。 

  以上で報告を終わります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員の指名は、会議規則第８８条の規定により、角麻子議員、小澤孝延議員を

指名します。 

  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

  この件については議会運営委員長より発言を求められておりますので、これを許します。 

○林 修三君 

  それでは、皆さん、おはようございます。 

  去る８月２３日に議会運営委員会を開催し、平成２９年９月定例会の会期等について慎重

に協議いたしました。その結果についてご報告いたします。 

  ９月定例会に上程される案件は、諮問１件、議案１６件であります。 

  次に、一般質問の通告が、代表４人、個人１１人からありました。 

  以上の案件を審議するため、９月定例会は、お手元に配付してあります会期表のとおり、

会期を本日から９月２５日までの２６日間と決定いたしました。また、本９月定例会の後、

継続審議として、議長、監査委員を除く議員による決算審査特別委員会が１０月に４日間に

わたり計画してあります。議会の円滑な運営のためにも、時間やルールを守り、中身の濃い

充実した９月定例会となりますよう、議員各位のご協力をお願い申し上げまして、議会運営

委員長の報告とさせていただきます。 
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○議長（小髙良則君） 

  ただいまの委員長報告のとおり、この定例会の会期は本日から９月２５日までの２６日間

とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小髙良則君） 

  ご異議なしと認めます。会期は２６日間に決定しました。 

  日程第３、議案の上程を行います。 

  議案第１号から議案第１６号を一括議題とします。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小髙良則君） 

  ご異議なしと認めます。 

  議案第１号から議案第１６号の提案理由の説明を求めます。 

○市長（北村新司君） 

  本日ここに平成２９年９月第３回八街市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆

様にはご多用のところご参集いただき、誠にありがたく、御礼申し上げます。 

  提案理由の説明に先立ちまして、ご報告等させていただきます。 

  ７月９日から２３日にかけて開催されました第６８回印旛郡市民体育大会におきまして、

八街市はクレー射撃、男子バレーで優勝し、男女のソフトボール、女子卓球、男子バドミン

トンで準優勝などの成績をおさめました。各種競技に参加していただいた多くの選手の皆様

はもちろん、関係する競技団体役員の皆様に対して深く感謝と敬意を表するとともに、この

たびの成果に対して心よりお祝いを申し上げる次第でございます。 

  次に、図書館では、児童・生徒が司書としての知識や技術を学び、図書館業務を経験する

ことを通して読書活動推進の担い手となっていただけるよう、ジュニア司書養成講座を開催

しています。児童・生徒が司書として知識や技術を学びながら、読書の面白さやすばらしさ

を学校や家庭に広める読書リーダーになるように育成することで、図書館利用の向上や家庭

での読書推進はもちろん、積極的に地域での活動に参加する協働の意識を醸成することを目

的としています。今年度のジュニア司書養成講座には、全国の先進事例として、今後の学校

図書館行政の参考とするため文部科学省から視察したいと申し出があったことから、初等中

等教育局児童生徒課の職員の視察を受け入れ、本市の取り組みを紹介したところでございま

す。 
  次に、去る８月１９日に第２６回八街ふれあい夏まつりが、けやきの森公園ほかを会場に

開催されました。今年は天候不順により予定どおり開催できるのか、危ぶまれましたが、当

日は朝に雨が降ったものの、その後は何とか天気も回復し、昨年を上回る２万４千人のお客

様にご来場いただき、大変賑わいのある夏まつりとなりました。このように夏まつりを盛会

裏に終了することができましたのも、ご来場いただいた市民の皆様はもちろん、イベント出

演者、商店街、婦人会、地区の皆様、裏方として夏まつりの運営に関わっていただいた方な
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ど、夏まつりを盛り上げるための多くの関係者のご尽力のたまものでございます。この場を

おかりいたしまして、全ての関係者に対し心から御礼申し上げる次第でございます。今後も

さまざまな機会、催し物を通して、多くの市民の皆様のふるさと八街を愛する心を育んでい

くとともに、市の活性化に取り組んでまいりたいと考えております。 
  以上、ご報告申し上げます。 

  それでは、提案いたしました各議案について、ご説明申し上げます。 
  本定例会に提案いたしました案件は、人事に関する諮問１件、議案として人事案件２件、

専決処分の承認を求める案件１件、条例の改正２件、平成２９年度八街市一般会計補正予算、

平成２９年度八街市介護保険特別会計補正予算、平成２９年度八街市下水道事業特別会計補

正予算、平成２９年度八街市水道事業会計補正予算、平成２８年度各会計決算の認定、協議

案件１件の合計１６議案でございます。 

  それでは、各議案ごとにご説明いたします。 
  諮問第１号は、人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。これは、鈴木恵子氏の

任期が平成３０年３月３１日で満了することに伴い、引き続き同氏を再任することについて、

議会の意見を求めるものでございます。 

  議案第１号は、固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。これは、現委

員栗原正幸氏の任期が平成２９年９月４日で満了することに伴い、後任に小出聰一氏を選任

することについて、議会の同意を求めるものでございます。 

  議案第２号は、教育委員会委員の任命についてでございます。これは、本田純子氏の任期

が平成２９年９月３０日をもって満了となりますが、引き続き教育委員会委員として任命す

ることについて、議会の同意を求めるものでございます。 

  議案第３号は、専決処分の承認を求めることについてでございます。これは、臨時福祉給

付金給付事業について予算を補正する必要が生じましたが、市議会を招集する時間的余裕が

なく、専決処分したことについて、地方自治法第１７９条第３項の規定により、議会に報告

し、承認を求めるものでございます。 

  議案第４号は、八街市税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。これは、

地方税法等の一部改正に基づき、八街市税条例の一部を改正するものです。改正の内容は、

企業主導型保育事業に使用する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、特例措

置を設けるものであります。 

  議案第５号は、八街市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の制定についてでございます。これは、介護保険法施行規則の一部が改正され、地

域包括支援センターの職員に関する定めのうち、主任介護支援専門員の定義が改正された

ことに伴い、所要の改正を行うものです。 

  議案第６号は、平成２９年度八街市一般会計補正予算についてでございます。この補正

予算は、既定の予算に６千４２５万６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を２０７億５千

１７４万円とするものでございます。 
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  歳入につきましては、主なものとしまして、地方交付税６千７７５万５千円、寄附金２

千６００万円、繰入金２千７７６万９千円を増額するものでございます。 

  歳出につきましては、主なものといたしまして、総務費として応援寄附金によるまちづ

くり基金費として３千６９３万８千円、土木費として道路整備事業費２千４８８万２千円、

教育費として青少年健全育成費４３万１千円を増額するものでございます。 

  議案第７号は、平成２９年度八街市介護保険特別会計補正予算についてでございます。

この補正予算は、既定の予算に２億２千３３６万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

４６億７千３５０万９千円とするものでございます。 

  歳入につきましては、国庫支出金１千８１７万４千円、支払基金交付金１７９万６千円、

繰越金２億３３９万５千円を増額するものでございます。 

  歳出につきましては、総務費１千８１７万４千円、基金積立金９千４７１万２千円、諸

支出金１億１千４７万９千円を増額するものでございます。 

  議案第８号は、平成２９年度八街市下水道事業特別会計補正予算についてでございます。

この補正予算は、既定の予算に１７１万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を８億２千

９１０万５千円とするものでございます。 

  歳入につきましては、繰越金１７１万８千円を増額するものでございます。 

  歳出につきましては、下水道事業費１７１万８千円を増額するものでございます。 

  議案第９号は、平成２９年度八街市水道事業会計補正予算についてでございます。この

補正予算は、収益的支出につきましては、既定の予算に１８４万６千円を追加し、総額を

１０億２千５３万７千円とするものでございます。資本的支出につきましては、既定の予

算に２６６万４千円を追加し、総額を３億３千６５２万３千円とするものでございます。 

  議案第１０号は、平成２８年度八街市一般会計歳入歳出決算の認定についてでございま

す。本決算は、歳入決算額２０９億２千７６７万８千３８３円、歳出決算額１９９億９千

１７万１千４７７円で、歳入歳出差引額は９億３千７５０万６千９０６円となりました。

５億７千万円を財政調整基金に積み立て、３億６千７５０万６千９０６円を平成２９年度

に繰り越しするものでございます。 

  議案第１１号は、平成２８年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

てでございます。本決算は、歳入決算額１１０億５千８６７万３千７５８円、歳出決算額

１１１億４千２８２万１千７４６円で、歳入歳出差引歳入不足額は８千４１４万７千９８

８円となりました。このため、歳入不足額全額を平成２９年度歳入繰上充用金で補填する

ものでございます。 

  議案第１２号は、平成２８年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてでございます。本決算は、歳入決算額５億５８７万２千１６円、歳出決算額５億３６

万６千３２５円で、歳入歳出差引額５５０万５千６９１円を平成２９年度に繰り越しする

ものでございます。 

  議案第１３号は、平成２８年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてで
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ございます。本決算は、歳入決算額４４億８２１万３千８９円、歳出決算額４２億３８１

万８千７３５円で、歳入歳出差引額２億４３９万４千３５４円を平成２９年度に繰り越し

するものでございます。 

  議案第１４号は、平成２８年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

でございます。本決算は、歳入決算額８億１千２１４万１千４９７円、歳出決算額７億６

千８７６万１千９５８円で、歳入歳出差引額４千３３７万９千５３９円を、平成２９年度

に繰り越しするものでございます。 

  議案第１５号は、平成２８年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

てでございます。本決算は、収益的収支では、水道事業収益９億６千６７４万２千３９３

円に対し、水道事業費用９億５千１１２万１千８９３円となり、収支差引１千５６２万５

００円の純利益が生じました。これに伴い、前年度からの繰越欠損金８３６万１千４２９

円を補填し、当年度末処理利益剰余金は７２５万９千７１円となりました。資本的収支で

は、収入総額１億１６３万１千３５９円に対し、支出総額３億６千９７９万３千２８３円

であり、収入額が支出額に対して不足する額２億６千８１６万１千９２４円は、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額４４９万９千７４７円、過年度分損益勘定留保資

金２億６千３６６万２千１７７円で補填するものでございます。 

  議案第１６号は、千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する

協議についてでございます。これは、県内市町村の軽自動車税申告書の受付、発送等に関

する事務について、平成３０年度から千葉県市町村総合事務組合の共同処理事務に加える

こととなったことから、同組合の規約の一部を改正するため、地方自治法第２９０条の規

定により議会の議決を求めるものです。 

  以上、提案いたしました議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださ

いますようお願い申し上げます。 

  なお、各会計の決算の詳細につきましては、各担当部長等より説明いたしますので、よ

ろしくご審議くださいますよう、あわせてお願い申し上げます。 

  最後に、議案ではございませんが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第

１項及び第２２条第１項の規定により、財政の健全性を判断する５つの指標について監査

員の審査に付し、その意見を付けて健全化判断比率及び資金不足比率を議会に報告し、か

つ公表することとなっておりますので、ここで報告させていただきます。 

  各比率につきましては、配付してあります平成２８年度決算に基づく健全化判断比率報

告書及び平成２８年度決算に基づく資金不足比率報告書のとおりでございます。また、そ

れぞれについて監査委員の審査意見書を添付してございます。 

  それでは、各比率についてご説明させていただきます。 

  平成２８年度決算に基づく健全化判断比率報告書１ページ中、実質赤字比率及び連結実

質赤字比率につきましては、一般会計が黒字となり、また、一般会計を含む全会計の実質

収支の合計額が黒字であるため、実質赤字比率及び連結実質赤字比率ともに算定されず、



－９－ 

バー表示となっております。 

  続いて、実質公債費比率につきましては７．９パーセント、将来負担比率については２

３．６パーセントとなっており、全ての比率において早期健全化基準の数値を下回ってお

ります。 

  次に、平成２８年度決算に基づく資金不足比率報告書１ページ中、資金不足比率につき

ましても、実質赤字比率及び連結実質赤字比率と同様にバー表示となっており、資金に剰

余額が生じております。 

  以上をもちまして報告にかえさせていただきます。 

○総務部長（山本雅章君） 

  それでは、議案第１０号、平成２８年度八街市一般会計歳入歳出決算について、ご説明い

たします。 

  歳入歳出決算書の７ページをお開きください。 

  初めに、歳入ですが、予算現額２１３億２千１６４万５千円に対し、決算額は２０９億２

千７６７万８千３８３円でございます。決算額を前年度と比較しますとプラス５億５５１万

９千５０４円、２．５パーセントの増となっております。 

  次に、歳出ですが、予算現額２１３億２千１６４万５千円に対し、決算額は１９９億９千

１７万１千４７７円でございます。決算額を前年度と比較しますとプラス５億９千８３８万

８千４４４円、３．１パーセントの増となっております。 

  歳入歳出差し引きの結果、残額は９億３千７５０万６千９０６円となり、このうち５億７

千万円を地方自治法第２３３条の２の規定に基づき一般会計財政調整基金に編入することに

より、翌年度への繰越額は３億６千７５０万６千９０６円となります。なお、この額には繰

越明許費及び事故繰り越し５千２２３万６千円が含まれております。 

  それでは、歳入歳出決算の概要についてご説明いたします。 

  なお、詳細につきましては、１６ページ以降の平成２８年度八街市一般会計歳入歳出決算

事項別明細書をご参照いただきたいと存じます。 

  それでは、決算書８ページ、９ページをごらんください。 

  初めに、歳入全体の３４．９パーセントを占めております１款市税でございます。予算現

額７０億３千５００万２千円に対し、調定額８８億７千７６２万５千８６１円、収入済額７

２億９千９５９万５千７３８円、不納欠損額１億１千４９６万４千８２１円、収入未済額１

４億６千３０６万５千３０２円となりました。 

  収入済額を前年度と比較しますとプラス２億３千５６２万８千４円、３．３パーセントの

増となっております。収入率につきましては、現年課税分が前年度より０．７ポイント増の

９６．７パーセント、滞納繰越分が前年度より３．２ポイント増の１７．６パーセント、市

税合計では前年度より２．４ポイント増の８２．２パーセントとなっております。 

  それでは、項ごとにご説明いたします。 

  １項市民税は、収入済額３５億６千１０５万７千６円で、前年度と比較しプラス６千６２
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４万７千２８５円、１．９パーセントの増となっております。 

  ２項固定資産税は、収入済額２７億９千１６５万７千５０円で、前年度と比較しプラス１

億４千４３９万７千７３９円、５．５パーセントの増となっております。 

  ３項軽自動車税は、収入済額１億９千５１８万８６５円で、前年度と比較しプラス３千８

６万８千６２７円、１８．８パーセントの増となっております。 

  ４項市たばこ税は、収入済額６億３千２２３万２千３０８円で、前年度と比較しマイナス

９５９万２千７７円、１．５パーセントの減となっております。 

  ６項都市計画税は、収入済額１億１千９４６万８千５０９円で、前年度と比較しプラス３

７０万６千４３０円、３．２パーセントの増となっております。 

  次に、２款地方譲与税は、予算現額１億６千５００万円に対し、調定額、収入済額ともに

１億９千１４７万７千円で、収入済額は前年度と比較しマイナス２１２万５千３円、１．１

パーセントの減となっております。 

  それでは、項ごとにご説明いたします。 

  １項地方揮発油譲与税は、収入済額５千５９２万９千円で、前年度と比較しマイナス２８

７万９千円、４．９パーセントの減となっております。 

  ２項自動車重量譲与税は、収入済額１億３千５５４万８千円で、前年度と比較しプラス７

５万４千円、０．６パーセントの増となっております。 

  次に、３款利子割交付金は、予算現額７００万円に対し、調定額、収入済額ともに７１２

万７千円で、収入済額は前年度と比較しマイナス５４８万９千円、４３．５パーセントの減

となっております。 

  次に、４款配当割交付金は、予算現額５千７００万円に対し、調定額、収入済額ともに３

千１２４万２千円で、収入済額は前年度と比較しマイナス１千４８８万６千円、３２．３パ

ーセントの減となっております。 

  次に、５款株式等譲渡所得割交付金は、予算現額４千５００万円に対し、調定額、収入済

額ともに２千３０１万７千円で、収入済額は前年度と比較しマイナス２千５３３万８千円、

５２．４パーセントの減となっております。 

  次に、６款地方消費税交付金は、予算現額１０億５千万円に対し、調定額、収入済額とも

に１０億５千６０２万２千円で、収入済額は前年度と比較しマイナス１億４千４８７万７千

円、１２．１パーセントの減となっております。 

  次に、７款ゴルフ場利用税交付金は、予算現額１千５００万円に対し、調定額、収入済額

ともに１千７４０万２千４９０円で、収入済額は前年度と比較しプラス１１７万３千６９０

円、７．２パーセントの増となっております。 

  次に、８款自動車取得税交付金は、予算現額４千５００万円に対し、調定額、収入済額と

もに５千１１３万７千円で、収入済額は前年度と比較しマイナス３１万３千円、０．６パー

セントの減となっております。 

  次に、９款地方特例交付金は、予算現額、調定額、収入済額ともに２千７７０万３千円で、
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収入済額は前年度と比較しプラス２３万５千円、０．９パーセントの増となっております。 

  次に、歳入全体の１８．３パーセントを占めております１０款地方交付税でございます。

予算現額３８億１千６３５万５千円に対し、調定額、収入済額ともに３８億３千４８４万８

千円で、収入済額は前年度と比較しマイナス２億１千３１３万円、５．３パーセントの減と

なっております。これにつきましては、震災復興特別交付税が１億３４６万９千円の減、普

通交付税が、国調人口の減やクリーンセンター建設事業に伴う事業費補正の減などに伴う基

準財政需要額の減、固定資産税償却資産分や地方消費税交付金などの基準財政収入額が増し

たことにより、８千６５１万２千円の減となったことが主な要因でございます。 

  次に、１１款交通安全対策特別交付金は、予算現額８００万円に対し、調定額、収入済額

ともに７１７万４千円で、収入済額は前年度と比較しマイナス８１万１千円、１０．２パー

セントの減となっております。 

  次に、１２款分担金及び負担金は、予算現額１億９千４２１万７千円に対し、調定額１億

９千５５９万１千８２５円、収入済額１億９千１５２万８千１８８円、不納欠損額９万３千

６００円、収入未済額３９７万３７円となり、収入済額は前年度と比較しプラス２万８千３

４８円、０．０１パーセントの増となっております。 

  次に、１３款使用料及び手数料は、予算現額２億９千８７０万５千円に対し、調定額３億

２千１４０万１千４４７円、収入済額３億３９万９千５６４円、収入未済額２千１００万１

千８８３円となり、収入済額は前年度と比較しプラス１千４２１万６千７１７円、５．０パ

ーセントの増となっております。 

  それでは、項ごとにご説明いたします。 

  １項使用料は、収入済額１億３千１３９万３千８８４円で、前年度と比較しプラス２６万

５千３３３円、０．２パーセントの増となっております。 

  ２項手数料は、収入済額１億６千９００万５千６８０円で、前年度と比較しプラス１千３

９５万１千３８４円、９．０パーセントの増となっております。 

  次に、１４款国庫支出金は、予算現額４０億５千３８２万１千円に対し、調定額３９億３

千２５４万１千８７４円、収入済額３７億４千８８万３千８７４円、収入未済額１億９千１

６５万８千円となり、収入済額は前年度と比較しプラス４億１千２０３万９千２５５円、１

２．４パーセントの増となっております。これにつきましては、生活保護費負担金や臨時福

祉給付金、給付事業補助金などの増によるものでございます。 

  それでは、項ごとにご説明いたします。 

  １項国庫負担金は、収入済額３０億６千４３８万４千４１４円で、前年度と比較しプラス

１億６千５３万７千６９９円、５．５パーセントの増となっております。 

  ２項国庫補助金は、収入済額６億３千７２５万５千４３円で、前年度と比較しプラス２億

５千７８２万７千８９６円、６８．０パーセントの増となっております。 

  ３項委託金は、収入済額３千９２４万４千４１７円で、前年度と比較しマイナス６３２万

６千３４０円、１３．９パーセントの減となっております。 
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  １０ページ、１１ページをごらんください。 

  次に、１５款県支出金は、予算現額１５億４千４７５万３千円に対し、調定額１４億８千

３９６万４千４８５円、収入済額１３億９千６０５万４千４８５円、収入未済額８千７９１

万円となり、収入済額は前年度と比較しマイナス３０４万６千３８７円、０．２パーセント

の減となっております。主な増減につきましては、参議院議員選挙執行委託金２千３２万５

千９８７円の増、千葉県知事選挙執行委託金１千５２０万６千６３５円の増、プレミアム付

商品券市町村交付金３千６２７万９３２円の減などでございます。 

  それでは、項ごとにご説明いたします。 

  １項県負担金は、収入済額９億６千７４５万８千５２０円で、前年度と比較しプラス１千

７１９万７千９７４円、１．８パーセントの増となっております。 

  ２項県補助金は、収入済額２億７千７５３万６千９３４円で、前年度と比較しマイナス３

千１２１万８７円、１０．１パーセントの減となっております。 

  ３項委託金は、収入済額１億５千１０５万９千３１円で、前年度と比較しプラス１千９６

万５千７２６円、７．８パーセントの増となっております。 

  次に、１６款財産収入は、予算現額１千１４５万５千円に対し、調定額２千３８０万５７

６円、収入済額２千３２４万５７６円、収入未済額５６万円となり、収入済額は前年度と比

較しマイナス１千５３８万７千５５８円、３９．８パーセントの減となっております。これ

につきましては、中央公民館用地売払収入の減が主なものでございます。 

  それでは、項ごとにご説明いたします。 

  １項財産運用収入は、収入済額１千５３万４円で、前年度と比較しプラス２４万８千５４

４円、２．４パーセントの増となっております。 

  ２項財産売払収入は、収入済額１千２７１万５７２円で、前年度と比較しマイナス１千５

６３万６千１０２円、５５．２パーセントの減となっております。 

  次に、１７款寄附金は、予算現額１千２７４万円に対し、調定額、収入済額ともに１千４

１９万３千３２４円で、収入済額は前年度と比較しプラス５３１万８千４８９円、５９．９

パーセントの増となっております。これは、やちまた応援寄附金が主なものでございます。 

  次に、１８款繰入金は、予算現額２億６千４１７万６千円に対し、調定額、収入済額とも

に２億６千４１７万４千７２１円で、収入済額は前年度と比較しプラス２億２千１６６万４

千６３２円、５２１．４パーセントの増となっております。 

  それでは、項ごとにご説明いたします。 

  １項基金繰入金は、収入済額２億３千１９１万３千円で、前年度と比較しプラス２億６５

万１千２４１円、６４１．８パーセントの増となっております。これは財政調整基金繰入金

の増が主なものとなっております。 

  ２項特別会計繰入金は、収入済額３千２２６万１千７２１円で、前年度と比較しプラス２

千１０１万３千３９１円、１８６．８パーセントの増となっております。これは、介護保険

特別会計繰入金の増が主なものとなっております。 
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  次に、１９款繰越金は、予算現額４億３千３７万５千円に対し、調定額、収入済額ともに

４億３千３７万５千８４６円で、前年度と比較しマイナス６千２６６万８千１３円、１２．

７パーセントの減となっております。 

  次に、２０款諸収入は、予算現額６億７８４万３千円に対し、調定額６億９千９５３万８

千５８３円、収入済額６億２千７８８万２千５７７円、不納欠損額２１万４千５０円、収入

未済額７千１４４万１千９５６円となり、前年度と比較しマイナス６千７２１万３千６７０

円、９．７パーセントの減となっております。これにつきましては、原子力発電所の事故に

かかる損害賠償金の減などによるものでございます。 

  それでは、項ごとにご説明いたします。 

  １項延滞金加算金及び過料は、収入済額４千３４０万９千１５８円で、前年度と比較しプ

ラス５８２万４千９７２円、１５．５パーセントの増となっております。 

  ２項貸付金元利収入は、収入済額３千５００万円で、前年度と同額でございます。 

  ３項受託事業収入は、収入済額１千５万８千８３４円で、前年度と比較しプラス８６万４

千３２４円、９．４パーセントの増となっております。 

  ５項雑入は、収入済額５億３千９４１万４千５８５円で、前年度と比較しマイナス７千３

８９万８千３６４円、１２．０パーセントの減となっております。 

  次に、２１款市債は、予算現額１６億３千２５０万円に対し、調定額、収入済額ともに１

３億９千２２０万円となり、収入済額は前年度と比較しプラス１億７千５０万円、１４．０

パーセントの増となっております。 

  以上、歳入決算は、予算現額２１３億２千１６４万５千円に対し、調定額２２８億８千２

５５万８千３２円、収入済額２０９億２千７６７万８千３８３円、不納欠損額１億１千５２

７万２千４７１円、収入未済額１８億３千９６０万７千１７８円となっております。 

  続きまして、１２ページ、１３ページをごらんください。歳出決算についてご説明いたし

ます。 

  １款議会費は、予算現額２億１千２３２万１千円に対し、支出済額２億９０５万２千６９

８円、不用額３２６万８千３０２円となり、支出済額は前年度と比較しマイナス２千４４３

万３千２９６円、１０．５パーセントの減となっております。これにつきましては、議員共

済会給付費負担金の減が主な理由となっております。 

  次に、２款総務費は、予算現額２１億３５１万円に対し、支出済額２０億４千１１３万９

千３７５円、翌年度繰越額５６２万２千円、不用額５千６７４万８千６２５円となり、支出

済額は前年度と比較しマイナス５千１６３万８１１円、２．５パーセントの減となっており

ます。これにつきましては、まち・ひと・しごと創生事業費の減が主な理由となっておりま

す。 

  それでは、項ごとにご説明いたします。 

  １項総務管理費は、支出済額１４億６千１２１万３千５８９円で、前年度と比較しマイナ

ス６千８７２万４千２７９円、４．５パーセントの減となっております。 
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  ２項徴税費は、支出済額３億７千６１７万６千５５８円で、前年度と比較しプラス３千１

２７万２千２０６円、９．１パーセントの増となっております。 

  ３項戸籍住民基本台帳費は、支出済額１億２千１２８万９千７６７円で、前年度と比較し

プラス２０８万５千８００円、１．７パーセントの増となっております。 

  ４項選挙費は、支出済額３千８９５万４千１４９円で、前年度と比較しプラス７１０万８

千４１６円、２２．３パーセントの増となっております。 

  ５項統計調査費は、支出済額１千４０２万４千２１５円で、前年度と比較しマイナス２千

５４３万９千２８０円、６４．５パーセントの減となっております。 

  ６項監査委員費は、支出済額２千９４８万１千９７円で、前年度と比較しプラス２０６万

６千３２６円、７．５パーセントの増となっております。 

  次に、３款民生費は、予算現額９１億５千１４４万８千円に対し、支出済額８５億９千１

６１万６千６９４円、翌年度繰越額１億６千７２６万１千円、不用額３億９千２５７万３０

６円となり、支出済額は前年度と比較しプラス２億５千９７１万８４円、３．１パーセント

の増となっております。これにつきましては、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費

や障害者自立支援給付事業費などの増が主なものとなっております。 

それでは、項ごとにご説明いたします。 

  １項社会福祉費は、支出済額４１億９千４９０万７千９６４円で、前年度と比較しプラス

３億４千２４万３千４７６円、８．８パーセントの増となっております。 

  ２項児童福祉費は、支出済額２６億６千２６１万１千２１０円で、前年度と比較しプラス

５千７７４万３千３５２円、２．２パーセントの増となっております。 

  ３項生活保護費は、支出済額１７億３千４０９万７千５２０円で、前年度と比較しマイナ

ス１億３千８２７万６千７４４円、７．４パーセントの減となっております。 

  次に、４款衛生費は、予算現額２１億３千２８２万４千円に対し、支出済額２０億４１６

万１千６５５円、不用額１億２千８６６万２千３４５円となり、支出済額は前年度と比較し

マイナス１千８２７万３千５２５円、０．９パーセントの減となっております。これにつき

ましては、印旛衛生施設管理組合分担金の減が主な理由となっております。 

  それでは、項ごとにご説明いたします。 

  １項保健衛生費は、支出済額８億５千３３３万７千５１８円で、前年度と比較しマイナス

３６５万１千４３２円、０．４パーセントの減となっております。 

  ２項清掃費は、支出済額１１億５千８２万４千１３７円で、前年度と比較しマイナス１千

４６２万２千９３円、１．３パーセントの減となっております。 

  次に、５款農林水産業費は、予算現額３億９千５５万５千円に対し、支出済額２億２千３

７９万５千２３６円、翌年度繰越額１億２千１７２万９千円、不用額４千５０３万７６４円

となり、支出済額は前年度と比較しマイナス１５９万８千８５０円、０．７パーセントの減

となっております。これにつきましては、経営体育成対策事業費の減が主な理由となってお

ります。 
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  次に、６款商工費は、予算現額１億２千３４１万１千円に対し、支出済額１億２千４万５

５９円、不用額３３７万４４１円となり、支出済額は前年度と比較しマイナス１億４千４６

５万５千２８２円、５４．６パーセントの減となっております。これにつきましては、ま

ち・ひと・しごと消費喚起事業費の減が主な理由となっております。 

  次に、７款土木費は、予算現額１４億１千３９５万１千円に対し、支出済額１２億３千７

６１万９千２９３円、翌年度繰越額５千５６２万円、不用額１億２千７１万１千７０７円と

なり、支出済額は前年度と比較しプラス２億５千９４７万７千５７円、２６．５パーセント

の増となっております。これにつきましては、榎戸駅整備事業費及び道路整備事業費の増が

主な理由となっております。 

  それでは、項ごとにご説明いたします。 

  １項土木管理費は、支出済額が８千９１０万５千９２０円で、前年度と比較しプラス３９

万２千８７２円、０．４パーセントの増となっております。 

  ２項道路橋りょう費は、支出済額４億６千４３７万８千３８２円で、前年度と比較しプラ

ス８千９９２万５千８８０円、２４．０パーセントの増となっております。 

  ３項河川費は、支出済額２千９５万９千５６０円で、前年度と比較しマイナス１千９８万

２千５２０円、３４．４パーセントの減となっております。 

  ４項都市計画費は、支出済額６億１千７３０万２千３８６円で、前年度と比較しプラス１

億７千２６９万７千５０４円、３８．８パーセントの増となっております。 

  ５項住宅費は、支出済額４千５８７万３千４５円で、前年度と比較しプラス７４４万３千

３２１円、１９．４パーセントの増となっております。 

  次に、８款消防費は、予算現額１４億７千６０３万６千円に対し、支出済額１４億３千９

８１万５千３６円、翌年度繰越額１千４３０万９千円、不用額２千１９１万１千９６４円と

なり、支出済額は前年度と比較しプラス２億４千５４７万８千４２９円、２０．６パーセン

トの増となっております。これにつきましては、防災行政無線デジタル化整備工事及び佐倉

市八街市酒々井町消防組合分担金の増が主な理由となっております。 

  次に、９款教育費は、予算現額２１億３千１８１万１千円に対し、支出済額１９億６千９

８５万１千２５９円、翌年度繰越額５千８２６万３千円、不用額１億３６９万６千７４１円

となり、支出済額は前年度と比較しプラス８千３２９万９千１９１円、４．４パーセントの

増となっております。これにつきましては、中学校施設改修事業費の増が主な理由となって

おります。 

  それでは、項ごとにご説明いたします。 

  １項教育総務費は、支出済額２億２千５８２万６千５０６円で、前年度と比較しプラス６

３８万３千２２９円、２．９パーセントの増となっております。 

  ２項小学校費は、支出済額２億４千９０３万７千４９８円で、前年度と比較しマイナス９

千４４９万９千４２円、２７．５パーセントの減となっております。 

  ３項中学校費は、支出済額２億３千６７７万７千５７４円で、前年度と比較しプラス１億
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１千９３３万７千２０２円、１０１．６パーセントの増となっております。 

  ４項幼稚園費は、支出済額１億６千７７７万５千７０９円で、前年度と比較しマイナス８

８４万９千１２３円、５．０パーセントの減となっております。 

  ５項社会教育費は、支出済額３億１千６６３万１千４４２円で、前年度と比較しプラス４

千３３０万６千６５４円、１５．８パーセントの増となっております。 

  ６項保健体育費は、支出済額７億７千３８０万２千５３０円で、前年度と比較しプラス１

千７６２万２７１円、２．３パーセントの増となっております。 

  次に、１０款災害復旧費は、予算現額１千８６４万４千円に対し、支出済額１千６８６万

８千５２０円、不用額１７７万５千４８０円となり、前年度と比較し１千６８６万８千５２

０円の皆増となっております。これにつきましては、昨年８月の台風９号で受けた災害の復

旧事業でございます。 

  項ごとにご説明いたします。 

  １項公共土木施設災害復旧費は、支出済額４８８万５２０円、２項文教施設災害復旧費は、

支出済額３０４万５千６００円、３項厚生労働施設災害復旧費は、支出済額８９４万２千４

００円となっております。 

  １４、１５ページをごらんください。 

  次に、１１款公債費は、予算現額２１億３千８７２万８千円に対し、支出済額２１億３千

６２１万１千１５２円、不用額２５１万６千８４８円で、支出済額は前年度と比較しマイナ

ス２千５８５万３千７３円、１．２パーセントの減となっております。 

  次に、１２款予備費は、当初予算額４千９９４万７千円のうち２千１５４万１千円を充当

した結果、予算現額は２千８４０万６千円となり、同額が不用額となっております。 

  以上、歳出決算は、予算現額２１３億２千１６４万５千円に対し、支出済額１９９億９千

１７万１千４７７円、翌年度繰越額４億２千２８０万４千円、不用額９億８６６万９千５２

３円となっております。 

  このほか、実質収支に関する調書は２３６ページ、財産に関する調書は３４４ページから

３５３ページ、定額基金に関する調書は３５６ページから３５７ページに掲載してございま

すので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 

  以上で平成２８年度一般会計歳入歳出決算の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（小髙良則君） 

  議案の説明中ではありますが、ここで１０分間休憩します。 

（休憩 午前１１時００分） 

（再開 午前１１時１０分） 

○議長（小髙良則君） 

  再開します。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 
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○市民部長（和田文夫君） 

  それでは、議案第１１号、平成２８年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算につい

てご説明いたします。 

  歳入歳出決算書の２４３ページをごらんください。 

  初めに、歳入ですが、予算現額１２０億７千７６１万２千円に対し、決算額は１１０億５

千８６７万３千７５８円で、前年度と比較しますと１億２千４万９７７円、１．０７パーセ

ントの減となっております。 

  次に、歳出ですが、予算現額１２０億７千７６１万２千円に対し、決算額は１１１億４千

２８２万１千７４６円で、前年度と比較しますと３億６千４２９万９千２３０円、３．１７

パーセントの減となっております。 

  この結果、歳入歳出差引歳入不足額は８千４１４万７千９８８円となり、地方自治法施行

令第１６６条の２の規定に基づき、平成２９年度の歳入を繰上充用しました。 

  ２４４、２４５ページをごらんください。 

  初めに、歳入１款国民健康保険税は、予算現額２５億７千５１８万５千円に対し、調定額

４３億６３８万７千８１円、収入済額２３億４千３６万４千５３６円、不納欠損額１億５千

９６３万３千５９円、収入未済額１８億６３８万９千４８６円となっております。 

  なお、収納率は、現年課税分が８５．３７パーセント、滞納繰越分が１７．４２パーセン

ト、保険税合計では５４．３５パーセントでございます。 

  次に、２款国庫支出金は、予算現額２６億６千３８２万８千円、調定額、収入済額ともに

２５億１千３３５万７千７５４円で、主なものは療養給付費国庫負担金及び国保財政の調整

交付金でございます。 

  次に、３款療養給付費交付金は、予算現額２億７千４１８万３千円に対し、調定額、収入

済額ともに２億２千３９３万７千３５２円で、これは退職者医療制度に基づく社会保険診療

報酬支払基金からの交付金でございます。 

  次に、４款前期高齢者交付金は、予算現額１９億９千３８０万７千円に対し、調定額、収

入済額ともに１９億９千８６３万９千８８２円で、これは６５歳から７４歳までの前期高齢

者医療費に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございます。 

  次に、５款県支出金は、予算現額６億４千６５６万９千円に対し、調定額、収入済額とも

に５億９千４６３万７千６９円で、主なものは、高額医療費共同事業県負担金及び国保財政

の調整交付金でございます。 

  次に、６款共同事業交付金は、予算現額２８億３千５９３万６千円、調定額、収入済額と

もに２６億７９２万５千６円で、高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業の交付金

でございます。 

  次に、７款繰入金は、予算現額７億２千６７０万３千円に対し、調定額、収入済額ともに

７億２千６７０万１千５６０円で、一般会計からの繰入金でございます。 

  次に、８款繰越金は、予算現額２千円に対し、調定額、収入済額ともにありませんでした。 
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  次に、９款諸収入は、予算現額３億６千１３９万９千円に対し、調定額５千３２１万７千

５８５円、収入済額５千３１１万５９９円、収入未済額１０万６千９８６円で、保険税延滞

金及び第三者行為による医療費納付金が主なものでございます。 

  以上、歳入合計は、予算現額１２０億７千７６１万２千円に対し、調定額１３０億２千４

８０万３千２８９円、収入済額１１０億５千８６７万３千７５８円、不納欠損額１億５千９

６３万３千５９円、収入未済額１８億６４９万６千４７２円となっております。 

  続いて、歳出についてご説明いたします。 

  ２４６、２４７ページをごらんください。 

  １款総務費は、予算現額４千１６１万７千円に対し、支出済額は３千５７１万５千９１４

円で、主なものは国保団体連合会の負担金、保険税の賦課・徴収に関する経費、国民健康保

険運営協議会に関する経費でございます。 

  次に、２款保険給付費は、予算現額６８億３千３９４万８千円に対し、支出済額は６３億

２千５１８万２千６６９円で、１項療養諸費５４億７千４１２万８千８１０円は療養給付費

及び診療報酬明細書の審査支払手数料が主なものでございます。 

  ２項高額療養費７億９千９６４万４千８７２円は、高額療養費及び高額介護合算療養費で

ございます。 

  ４項出産育児諸費４千３５５万８千９８７円は、１１３件分の出産育児一時金でございま

す。 

  ５項葬祭諸費７８５万円は、１５７件分の葬祭費でございます。 

  次に、３款後期高齢者支援金等は、予算現額１４億９千３５３万９千円に対し、支出済額

は１３億２千４３１万５千９０１円で、後期高齢者医療保険への支援金でございます。 

  次に、４款前期高齢者納付金等は、予算現額１６６万７千円に対し、支出済額は９４万７

千６２３円で、事務費分の納付金等でございます。 

  次に、５款老人保健拠出金は、予算現額４万７千円に対し、支出済額は３万６千１１６円

で、老人保健事務費拠出金でございます。 

  次に、６款介護納付金は、予算現額６億１千１３２万円に対し、支出済額は５億４千８７

４万４千６４４円で、介護保険への拠出金でございます。 

  次に、７款共同事業拠出金は、予算現額２６億４千６９８万４千円に対し、支出済額は２

４億８千７９２万８９３円で、高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業等の拠出金

でございます。 

  次に、８款保健事業費は、予算現額５千６９０万４千円に対し、支出済額は３千７８２万

９千２５２円で、特定健康診査及び人間ドックの助成金でございます。 

  次に、９款公債費は、予算現額３００万円に対し、支出済額は１千９１３円で、一般会計

財政調整基金を繰替運用した際の利子でございます。 

  次に、１０款諸支出金は、予算現額５千５１７万９千円に対し、支出済額は５千３７２万

５８０円で、保険税の過誤納還付金及び国庫支出金等の返還金でございます。 
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  次に、１１款予備費は、予算現額が５００万円で、支出はございませんでした。 

  次に、１２款繰上充用金は、予算現額３億２千８４０万７千円に対し、支出済額は３億２

千８４０万６千２４１円で、平成２７年度への歳入繰上充用金でございます。 

  以上、歳出合計は、予算現額１２０億７千７６１万２千円に対し、支出済額１１１億４千

２８２万１千７４６円、不用額９億３千４７９万２５４円となっております。 

  続きまして、議案第１２号、平成２８年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算に

ついてご説明いたします。 

  決算書２７５ページをごらんください。 

  予算現額は、歳入歳出ともに５億１千３２７万８千円に対し、歳入決算額は５億５８７万

２千１６円で、前年度と比較しますと６千５８４万１千２２７円、１４．９６パーセントの

増となっております。 

  歳出決算額は５億３６万６千３２５円で、前年度と比較しますと６千４８７万１千８２９

円、１４．９０パーセントの増となっております。 

  歳入歳出差引残額５５０万５千６９１円は、翌年度へ繰り越すものでございます。 

  ２７６、２７７ページをごらんください。 

  歳入１款後期高齢者医療保険料は、予算現額３億８千７０９万３千円に対し、調定額３億

９千６０４万７００円、収入済額３億８千５５万２千９００円、不納欠損額３２６万７千７

００円、収入未済額１千２２２万１００円で、収納率は、現年分９８．０７パーセント、滞

納繰越分２７．４１パーセント、保険料合計で９６．０９パーセントでございます。 

  ２款繰入金は、予算現額１億１千７６６万４千円に対し、調定額、収入済額ともに１億１

千７６６万３千９７６円で、事務費及び基盤安定に伴う一般会計からの繰入金でございます。 

  ３款繰越金は、予算現額４５３万７千円に対し、調定額、収入済額ともに４５３万６千２

９３円で、前年度からの繰越金でございます。 

  ４款諸収入は、予算現額３９８万４千円に対し、調定額、収入済額ともに３１１万８千８

４７円で、広域連合からの賦課・徴収に係る受託費及び保険料過年度還付金でございます。 

  以上、歳入合計は、予算現額５億１千３２７万８千円に対し、調定額５億２千１３５万９

千８１６円、収入済額５億５８７万２千１６円、不納欠損額３２６万７千７００円、収入未

済額１千２２２万１００円となっております。 

  続きまして、歳出についてご説明いたします。 

  ２７８、２７９ページをごらんください。 

  １款総務費は、予算現額４６９万１千円に対し、支出済額は４０７万４千７５６円で、主

なものは保険料徴収に係る経費でございます。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金は、予算現額５億４７４万１千円に対し、支出済額４

億９千３８５万７７６円で、これは広域連合への保険料等の納付金でございます。 

  ３款諸支出金は、予算現額２９０万３千円に対し、支出済額２４４万７９３円で、これは

保険料過誤納還付金及び過年度精算分の一般会計への繰出金でございます。 
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  ４款予備費は、予算現額９４万３千円で、１款総務費へ５万７千円の充当を行いました。 

  以上、歳出合計は、予算現額５億１千３２７万８千円に対し、支出済額５億３６万６千３

２５円、不用額１千２９１万１千６７５円となっております。 

  続きまして、議案第１３号、平成２８年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算について

ご説明いたします。 

  決算書２９３ページをごらんください。 

  初めに、歳入ですが、予算現額４６億３千６６３万１千円に対し、決算額は４４億８２１

万３千８９円で、前年度と比較しますと２億４千４６万６千４５８円、５．７７パーセント

の増となっております。 

  次に、歳出ですが、予算現額４６億３千６６３万１千円に対し、決算額は４２億３８１万

８千７３５円で、前年度と比較しますと１億６千８１８万８３１円、４．１７パーセントの

増となっております。 

  この結果、歳入歳出差引残額は２億４３９万４千３５４円となり、全額を翌年度へ繰り越

すものでございます。 

  ２９４、２９５ページをごらんください。 

  歳入１款保険料は、予算現額１１億５千９１０万６千円に対し、調定額１３億９７４万９

千２００円、収入済額１１億７千３４８万７千円、不納欠損額２千３１５万３千４００円、

収入未済額１億１千３１０万８千８００円となっており、収納率は８９．６０パーセントで

ございます。 

  ２款分担金及び負担金は、予算現額１８３万６千円に対し、調定額、収入済額ともに１３

３万２千３００円でございます。 

  ３款国庫支出金は、予算現額８億６千３３８万２千円に対し、調定額８億６０７万９千５

５４円、収入済額７億９千７３３万１千５５４円、収入未済額８７４万８千円で、主なもの

は、介護給付費に係る国庫負担金及び地域支援事業交付金でございます。 

  ４款支払基金交付金は、予算現額１１億９千２３５万８千円に対し、調定額、収入済額と

もに１０億９千２１５万７千２０６円で、これは第２号被保険者の保険料に対する社会保険

診療報酬支払基金からの交付金でございます。 

  ５款県支出金は、予算現額６億９千３４８万２千円に対し、調定額６億４千６１１万７千

９６円、収入済額６億１千４１１万７千９６円、収入未済額３千２００万円で、介護給付費

に係る県負担金が主なものでございます。 

  ６款財産収入は、予算現額１千円に対し、調定額、収入済額ともに１万４千５２３円で、

これは全額、介護給付費準備基金積立金利子でございます。 

  ７款繰入金は、予算現額５億９千３８１万７千円に対し、調定額、収入済額ともに５億９

千２９４万１千８００円で、これは介護給付費に係る市の負担金、地域支援事業及び事務費

に係る繰入金でございます。 

  ８款諸収入は、予算現額５４万円に対し、調定額、収入済額ともに４７２万２千８８３円
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で、第三者納付金が主なものでございます。 

  ９款繰越金は、予算現額１億３千２１０万９千円に対し、調定額、収入済額ともに１億３

千２１０万８千７２７円で、前年度からの繰越金でございます。 

  以上、歳入決算につきましては、予算現額４６億３千６６３万１千円に対し、調定額４５

億８千５２２万３千２８９円、収入済額４４億８２１万３千８９円、不納欠損額２千３１５

万３千４００円、収入未済額１億５千３８５万６千８００円となっております。 

  続きまして、歳出決算についてご説明いたします。 

  ２９６、２９７ページをごらんください。 

  １款総務費は、予算現額１億８６２万円に対し、支出済額は５千３５７万６千９２９円で、

主なものは、１項総務管理費２千１４３万６千５６３円は、介護保険の資格給付に関する経

費及び地域介護福祉空間整備事業補助金に係る経費でございます。 

  ２項徴収費４１７万８千１２２円は、第１号被保険者の保険料賦課・徴収に係る経費でご

ざいます。 

  ３項介護認定審査会費２千７９６万２千２４４円は、介護認定審査会開催に係る経費でご

ざいます。 

  ２款保険給付費は、予算現額４１億９千７４６万９千円に対し、支出済額３８億３千６９

９万４千９１２円で、１項介護サービス等諸費３４億７千５２１万４千９１７円は、介護給

付費でございます。 

  ２項介護予防サービス等諸費７千４６０万７４８円は、介護予防給付費でございます。 

  ３項高額介護サービス等費８千４０万３２３円は、高額介護サービス費及び高額介護予防

サービス費でございます。 

  ４項高額医療合算介護サービス等費８４３万９千２７８円は、医療及び介護、両制度の自

己負担額が著しく高額になった場合に、一定の限度額を超える部分に係る給付でございます。 

  ５項その他諸費３０２万７千４４０円は、介護給付費請求書等の審査支払手数料でござい

ます。 

  ６項特定入所者介護サービス等費１億９千５３１万２千２０６円は、介護保険施設に入所

する低所得者等の食費及び居住費に対して、負担限度額を超える部分に係る給付でございま

す。 

  ３款地域支援事業費は、予算現額１億６１１万８千円に対し、支出済額８千９９１万７千

６４４円で、１項介護予防生活支援サービス事業費４千１８３万９千５５５円は、介護保険

の要支援認定者等に対して行う訪問型サービス及び通所型サービスに係る経費が主なもので

ございます。 

  ２項一般介護予防事業費２４６万７千４３７円は、運動機能向上を目的とした運動教室や、

栄養改善、口腔機能向上のための口腔栄養教室への講師派遣など、介護予防に要した経費で

ございます。 

  ３項包括的支援事業費・任意事業費４千５５１万８千５６０円は、地域包括支援センター
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派遣職員に係る負担金、高齢者配食サービス事業などが主なものでございます。 

  ４款基金積立金は、予算現額１億１千２４４万７千円、支出済額１億１千２４４万６千５

２３円で、介護給付費準備基金積立金でございます。 

  ５款公債費は、予算現額、支出済額ともに５千６００万円で、第５期介護保険事業期間に

おいて貸し付けを受けた千葉県介護保険財政安定化基金の元金償還金でございます。 

  ６款諸支出金は、予算現額５千４９９万１千円に対し、支出済額５千４８８万２千７２７

円で、主なものは１項償還金及び還付加算金２千４０２万２千３９９円は、保険料過誤納還

付金及び介護給付費等の平成２７年度精算に伴う返還金に係る経費でございます。 

  ３項繰出金３千８６万３２８円は、一般会計予算からの繰入金のうち、介護給付費の負担

金額確定に伴う返還金でございます。 

  ７款予備費の支出はございませんでした。 

  以上、歳出決算につきましては、予算現額４６億３千６６３万１千円に対し、支出済額４

２億３８１万８千７３５円、繰越明許費４千７４万８千円、不用額３億９千２０６万４千２

６５円でございます。 

  以上で、平成２８年度八街市国民健康保険特別会計、平成２８年度八街市後期高齢者医療

特別会計、平成２８年度八街市介護保険特別会計の決算についての説明を終わります。ご審

議のほど、よろしくお願いいたします。 

○建設部長（横山富夫君） 

  それでは、議案第１４号、平成２８年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算について

ご説明いたします。 

  決算書の３２５ページをお願いいたします。 

  初めに、歳入ですが、予算現額８億１千８２７万６千円に対しまして、決算額は８億１千

２１４万１千４９７円で、決算額を前年度と比較しますと６億４２７万８千５３６円、４２．

７パーセントの減となっております。 

  次に、歳出でございますが、予算現額８億１千８２７万６千円に対しまして、決算額は７

億６千８７６万１千９５８円で、決算額を前年度と比較しますと６億２千７３２万２千６６

８円、４４．９パーセントの減となっております。 

  それでは、歳入歳出差引の結果、残額は４千３３７万９千５３９円となり、全額を翌年度

へ繰り越すものでございます。 

  それでは、３２６ページ、３２７ページをお願いいたします。 

  続きまして、歳入の概要についてご説明いたします。 

  歳入１款分担金及び負担金につきましては、予算現額３９０万１千円に対しまして、調定

額１千２万３千６４０円、収入済額８４３万９８０円、不納欠損額１２万２千２００円で、

収入未済額は１４７万４６０円でございます。 

  収入済額を前年度と比較しますと３万４千２１０円、０．４パーセントの増となっており

ます。これにつきましては、受益者負担金新規賦課分の増と分割納付分の増により、現年分
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の調定額及び収納額が増加したことによるものでございます。 

  なお、受益者負担金の収納率につきましては、現年分が９８．７パーセント、滞納繰越分

が２４．５パーセントでございました。 

  次に、２款使用料及び手数料につきましては、予算現額２億４千２２２万７千円に対しま

して、調定額２億５千３２６万６千５４０円、収入済額２億４千３６９万３千９５０円、不

納欠損額９７万８４０円で、収入未済額は８６０万１千７５０円でございます。収入済額を

前年度と比較しますと７１万６千８５０円、０．３パーセントの増となっております。 

  なお、このうち１項使用料につきましては、下水道使用料及び行政財産使用料で、収入済

額２億４千３５５万８千９５０円を前年度と比較しますと７４万６千８５０円、０．３パー

セントの増となっており、下水道使用料の収納率につきましては、現年分が９８．２パーセ

ント、滞納繰越分が４３．３パーセントとなっております。 

  また、２項手数料につきましては、指定下水道工事店の登録手数料で、収入済額１３万５

千円を前年度と比較しますと３万円、１８．２パーセントの減となっております。 

  次に、３款国庫支出金につきましては、予算現額、調定額、収入済額ともに５千３４０万

円でございます。収入済額を前年度と比較しますと２億７千５７７万円、８３．８パーセン

トの減となっております。これは、継続事業である大池第三雨水幹線整備業務の平成２７年

度完了に伴う事業費の減によるものでございます。 

  次に、４款繰入金につきましては、予算現額、調定額、収入済額ともに２億５千６１万８

千円で、収入済額を前年度と比較しますと１千２９６万１千円、５．５パーセントの増でご

ざいます。 

  次に、５款繰越金につきましては、予算現額６６８万９千円に対しまして、調定額、収入

済額ともに２千３３万５千４０７円で、収入済額を前年度と比較しますと１千１６９万７円、

１３５．２パーセントの増でございます。 

  次に、６款諸収入につきましては、予算現額２千７４万１千円に対しまして、調定額、収

入済額ともに２千１５６万３千１６０円で、収入済額を前年度と比較しますと４千５４１万

６０３円、６７．８パーセントの減となっております。これにつきましては、雨水整備事業

に係る一般会計負担金の減によるものが主なものでございます。 

  なお、このうち１項延滞金加算金及び過料につきましては、収入済額２０万８千円で、前

年度の収入はございませんでしたので、１００パーセントの増でございます。これにつきま

しては、受益者負担金延滞金の増が主な要因でございます。 

  また、２項雑入につきましては、収入済額２千１３５万５千１６０円で、消費税及び地方

消費税控除不足還付金、流域下水道事業建設費負担金の精算による返還金、大池調整池維持

管理費負担金、市道一区３９号線道路排水整備工事負担金（明許繰越分）が主なものでござ

います。 

  次に、７款市債につきましては、予算現額２億４千７０万円に対しまして、調定額、収入

済額ともに２億１千４１０万円で、収入済額を前年度と比較しますと３億８５０万円、５９．



－２４－ 

０パーセントの減でございます。これにつきましては、主に起債対象事業費の減によるもの

でございます。 

  以上、歳入の合計といたしましては、予算現額８億１千８２７万６千円に対しまして、調

定額８億２千３３０万６千７４７円、収入済額８億１千２１４万１千４９７円、不納欠損額

１０９万３千４０円、収入未済額は１千７万２千２１０円でございました。詳細につきまし

ては、３３０ページから３３３ページに記載のとおりでございます。 

  続きまして、歳出の概要についてご説明いたします。 

  ３２８ページ、３２９ページをお願いいたします。 

  歳出１款下水道事業費につきましては、予算現額４億１千６８８万２千円に対しまして、

支出済額３億７千１１１万５千４２０円、不用額は４千５７６万６千５８０円でございます。

支出済額を前年度と比較しますと６億１千５７２万２千６１１円、６２．４パーセントの減

となっており、継続事業である大池第三雨水幹線整備業務が平成２７年度に完了したことに

よる負担額の減が主なものでございます。 

  なお、このうち１項総務管理費の支出済額につきましては１億５千６９４万７千６９３円

で、前年度と比較しますと１千５５万１千４６８円、６．３パーセントの減となっており、

下水道施設に係る維持管理費、下水道使用料徴収費、印旛沼流域下水道維持管理費負担金が

主なものでございます。 

  また、２項下水道建設費につきましては、支出済額が２億１千４１６万７千７２７円で、

前年度と比較しますと６億５１７万１千１４３円、７３．９パーセントの減となっており、

下水道汚水整備工事費、下水道雨水整備工事費、雨水整備事業費（明許繰越分）、印旛沼流

域下水道事業建設費負担金が主なものでございます。 

  次に、２款公債費につきましては、予算現額４億３９万４千円に対しまして、支出済額３

億９千７６４万６千５３８円で、不用額は２７４万７千４６２円でございます。支出済額を

前年度と比較しますと１千１６０万５７円の減となっており、下水道事業債償還元金等の減

によるものでございます。 

  次に、３款予備費につきましては、予算現額１００万円全額が不用額でございます。 

  以上、歳出合計といたしまして、予算現額８億１千８２７万６千円に対しまして、支出済

額７億６千８７６万１千９５８円、翌年度繰越分は０円で、不用額は４千９５１万４千４２

円でございます。詳細につきましては、３３４ページから３４１ページに記載のとおりでご

ざいます。 

  以上をもちまして、議案第１４号、平成２８年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算

の概要につきまして説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○水道課長（山本安夫君） 

  それでは、議案第１５号、平成２８年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定

についてご説明いたします。 
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  八街市水道事業会計決算及び事業報告書の１３ページをお開きください。 

  最初に、平成２８年度八街市水道事業報告書につきましてご説明いたします。 

  概況、総括事項、事業の状況についてでございますが、平成２８年度末の給水戸数は、前

年度と比較しますと１７４戸、率にいたしまして１．２パーセントの増加となり、１万４千

７１４戸となりました。年間有収水量につきましては、前年度より２万８８７立方メートル、

率にいたしまして０．６パーセントの減少となり、３２７万１千１立方メートルとなりまし

た。 

  また、印旛広域水道用水供給事業からの受水量は、前年度より３７万１千８９９立方メー

トル減少し、２１５万３千４９５立方メートルとなりました。 

  次に、建設改良工事の状況でございますが、施設改良工事といたしまして、上水道更新工

事を１カ所、上水道布設替工事を２カ所、上水道切り回し工事を１カ所実施いたしました。 

  次に、経理の状況でございますが、平成２８年度収益的収支の状況につきましては、水道

事業収益９億６千６７４万２千３９３円に対しまして、水道事業費用９億５千１１２万１千

８９３円となり、１千５６２万５００円の純利益が生じました。それに伴い、前年度からの

繰越欠損金８３６万１千４２９円を補填し、当年度未処分利益剰余金は７２５万９千７１円

となりました。 

  資本的収支の状況につきましては、収入総額１億１６３万１千３５９円に対しまして、支

出総額３億６千９７９万３千２８３円となり、不足する額２億６千８１６万１千９２４円に

つきましては、補填いたしました。 

  次に、決算の概要につきましてご説明いたします。 

  ２ページをお開き願います。平成２８年度八街市水道事業決算報告書をごらんください。 

  収益的収入及び支出でございますが、収入第１款水道事業収益は、予算額合計１０億９千

１８１万２千円に対しまして、決算額は１０億２千８７９万８千９４０円となりました。決

算額の内訳ですが、第１項営業収益８億１千２０万１千７３０円、第２項営業外収益２億１

千８５９万７千２１０円となっております。営業収益の主なものは、水道料金でございます。

また、営業外収益の主なものは、他会計補助金、県補助金及び給水申込負担金でございます。

特別利益につきましては、収入はございませんでした。 

  次に、支出ですが、第１款水道事業費用は、予算額合計１０億４千１７８万４千円に対し

まして、決算額は１０億７９２万８千３８０円となり、執行率は９６．８パーセントとなり

ました。決算額の内訳ですが、第１項営業費用９億３千２５５万３千２６０円、第２項営業

外費用７千５３７万５千１２０円となっております。営業費用の主なものは、受水費、施設

の運転管理費や、水道料金徴収業務などの委託料及び修繕費、減価償却費でございます。ま

た、営業外費用の主なものは、企業債利息でございます。 

  予備費及び特別損失につきましては、支出はございませんでした。 

  続きまして、資本的収入及び支出でございますが、収入、第１款資本的収入は、予算額合

計１億５９４万８千円に対しまして、決算額は１億１６３万１千３５９円となりました。決
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算額の内訳ですが、第１項企業債４千１０万円、第２項出資金２千６７０万円、第３項工事

負担金３千４８３万１千３５９円となり、これは老朽管更新事業に伴う起債の借り入れ、上

水道広域化対策出資金及び消火栓設置などに係る負担金でございます。 

  次に、支出でございますが、第１款資本的支出は、予算額合計４億２千２６７万１千円に

対しまして、決算額は３億６千９７９万３千２８３円となり、執行率は８７．５パーセント

となりました。決算額の内訳ですが、第１項建設改良費１億１千７４２万３千３０４円、第

２項企業債償還金２億５千２３６万９千９７９円となっており、これは老朽管更新事業費及

び企業債の償還費でございます。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億６千

８１６万１千９２４円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４

４９万９千７４７円、並びに過年度分損益勘定留保資金２億６千３６６万２千１７７円で補

填しております。 

  ６ページをお開きください。 

  平成２８年度八街市水道事業剰余金処分計算書（案）についてご説明いたします。 

  地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、当年度未処分利益剰余金が生じているこ

とから、議会の議決による処分といたしまして、７２５万９千７１円を減債積立金に積み立

てるものであります。 

  なお、損益計算書、剰余金計算書、貸借対照表につきましては、４ページ以降に掲載され

ておりますので、ご参照いただきたいと思います。 

  以上で、議案第１５号、平成２８年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついての説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小髙良則君） 

  以上で説明が終わりました。 

  お諮りします。ただいま議題となっています諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につ

いて、議案第１号、固定資産評価審査委員会委員の選任について、及び議案第２号、教育委

員会委員の任命については、人事案件ですので、質疑、委員会付託及び討論を省略して直ち

に採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小髙良則君） 

  ご異議なしと認めます。 

  最初に、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦については、人権擁護委員会法第６条第

３項の規定に基づき、議会の意見を求めるものです。 

  お諮りします。この件については直ちに意見を決定したいと思います。人権擁護委員候補

者を市長の推薦のとおり適任と認めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小髙良則君） 

  ご異議なしと認めます。諮問第１号は市長の推薦のとおり適任と認めることに決定しまし
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た。 

  次に、議案第１号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。この議案

に同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小髙良則君） 

  ご異議なしと認めます。議案第１号は同意することに決定しました。 

  次に、議案第２号、教育委員会委員の任命についてを採決します。この議案に同意するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小髙良則君） 

  ご異議なしと認めます。議案第２号は同意することに決定しました。 

  日程第４、休会の件を議題とします。 

  明日９月１日から４日は議案調査及び休日のため休会したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小髙良則君） 

  ご異議なしと認めます。９月１日から４日は休会することに決定しました。 

  本日の日程は全て終了しました。 

  本日の会議はこれで終了します。 

  ９月５日は午前１０時から本会議を開き、市政に対する一般質問を行います。 

  議員の皆様に申し上げます。９月１１日に議案に対する質疑を予定していますので、質疑

のある方は、６日午後１時までに通告書を提出するようお願いいたします。なお、所属する

常任委員会の所管する議案については、原則として質疑を避けるようお願いいたします。 

  この後、午後１時１０分より会派代表者会議を開催しますので、関係する議員は第２会議

室にお集まりください。 

  ご苦労さまでした。 

（散会 午前１１時５７分） 
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○本日の会議に付した事件 

 １．会議録署名議員の指名 

 ２．会期の決定 

 ３．議案の上程 

   諮問第１号、議案第１号から議案第１６号 

   提案理由の説明 

   諮問第１号、議案第１号、議案第２号 

   質疑省略、委員会付託省略、討論省略、採決 

 ４．休会の件 

……………………………………………………………………………………………………………… 

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

議案第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

議案第２号 教育委員会委員の任命について 

議案第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度八街市一般会計補正予算） 

議案第４号 八街市税条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第５号 八街市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定について 

議案第６号 平成２９年度八街市一般会計補正予算について 

議案第７号 平成２９年度八街市介護保険特別会計補正予算について 

議案第８号 平成２９年度八街市下水道事業特別会計補正予算について 

議案第９号 平成２９年度八街市水道事業会計補正予算について 

議案第10号 平成２８年度八街市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第11号 平成２８年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第12号 平成２８年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第13号 平成２８年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第14号 平成２８年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第15号 平成２８年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

議案第16号 千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議につい

て 

 

 


